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第二節　町並保存の理念と現実

町並保存の理念

新しい町づくり　　町並保存は、保存することが第一に求められる

が、その保存とはただ単に現状のままを凍結することではない。長

い年月にわたって蓄積され、歴史的評価にたえてきた遺産一物質

・技術・精神的なものをふくめた遺産を正しく伝承し、発展させる

という、町づくりのひとつの方法である。そこは人々の生活の場で

あるから、なにを伝承し、なにを発展させるかがもっとも重要な問

題である。町並保存は人間的スケールで地域に根ざした都市をつく

ることを根本的な思想としているから、町並を構成する物的要素の

保存を基本として、それを動かす人々、それを形成してきた歴史的
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要素、それを支える地場産業や経済的要素、それを秩序づける法的

要素が深くかかわっている。そして町並保存を推進させる哲学とす

ぐれた計画と実行力が強く要求される。

　町並保存を推進させ、それにかかおる人々は、まずその地域の庄

民に代表されるのであり、これに行政にたずさわる者、各種の専門

家、観光者その他第三者があり、がそれぞれはたすべき役割をもっ

ている。

　町並保存の基本的な立場を以上にのべたが、卑近な例をあげて再

び説明しておこう。町並保存はそれぞれの都市・地域がもつ伝統や

特性をいかし、発展させることである。たとえばある種のプレファ

ブ住宅のように、住宅を消費材とする考え方やその都市・地域に無

関係な材料・技術を用い、その都市・地域に対して、物的にも、文

化的にも、技術的にも蓄積にならないような、いわば植民地的文化

のあり方を拒否し、それに対抗して、その都市・地域に根ざした特

徴ある文化を築き、育てることにある。

２　町家の修景・保存

町家ファサードの評価　　高山の町並・町家をどのように保存する

かという問題を考える前に町家の現状を把握しておく必要がある。

　町並を構成している町家を一軒ずっみると、建てられた時代、そ

れ以来今日にいたるまでの経過はそれぞれみな異なっている。した

がってその保存は、それぞれの事情・条件を考慮して計画がたてら

れなければならない。そこで道路に面する各家の正面について、年

代と当初の形の残存状況とを指図として、大きく次の４ランク６種

に分類してみた（表3－10）ｏ

　ａ　江戸時代から明治時代の建築で、高山の町家としての伝統的

　　　な姿をよく伝えているもの。

　b-1　建築年代は古く江戸から明治時代、改造はあるが、伝統的

　　　な姿を保っているもの。

　　b-2　建築年代はａより新しい。昭和になってから建てられたも

　　　のをふくめ、伝統的な姿をもっているもの。

　　ｃ-1　建築年代は古いが、大改造を受けているもの。

　　ｃ-2　建築年代がａ・ｂよりも新しく、伝統的な様式で建築され

　　　たもの、すなわち復古調のもの。

　　ｄ　建築年代が新しいもの、その他、高山の町並にそぐわないも

　　　のｏ

　　　　　＊1修景・保存　　以上にあげた各項について図版５建物正面様式別分

布図に示した写真を参考にしながら簡単な説明を加える。ａは町並

のデザイソのうえでは問題がなく、高山町家の基準的なものとな
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3－10　調査地の町家のランク別一覧表
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＊１　修景－ここでは町並と調和するすぐれたデザイン

　による町家の修理・改造や町並みをととのえることを

　いう、

　修理は建物の維持保存の必要に応じて行なう工事で、

　工事の大きさにしたがって区別すると次のものがあ

　る。

　１　解体修理　　　　　　　　２　半解体修理

　３　屋根替修理　　　　　　　４　部分小修理



りヽいねば高山の町並景観を生み出す町家である。ｂはその現状を

認めうるものと部分的な修景ですむもの。 ｂ－１はのちに改造が加

わったため、町並景観にそぐわない部分ができたものであるから、

復原的な手法による修理や修景が望まれるもので、部分的な小修理

ですむ。図版5 ―b ―1はその例で、建物の構造体は明治以前の古

いものであるが、正面に用いられている建具が改造を受けて新しい

ものにかわっている。すなわち、一階の入口は縦桟の格子戸ではあ

るが、ガラス戸であって、新しい感覚のものになっている。「みせ」

前面も新しい建具にかわっている。二階ももとは格子が入っていた

がここもガラス戸にかわっている。

　ｂ－２は昭和の建築でａにくらべ年代的に新しく、また軒高など

かなり高くなっているものもあるが、町家がａからｂ－２に変化し

たことを示す例となる。図版5 ―b ―2にみるょうに軒高が高く、

二階の建具は当時流行したとみられる桟のおり方によるガラス戸を

用いているが、一階部分は伝統的な出格子にょっており、一応高山

の町家らしさを持っている。

　ｃにはかなり大規模な修理・修景を必要とするものと、最近建て

られたもので、修景の必要のないものとをふくむ。 ｃ－１は構造材

は古いが、正面などに大改造が加えられているため修景することが

必要であり、それによって、町並に調和する可能性があるもの。図

版５－ｃ－１は軒高は高くなく、構造体は古いが、屋根を瓦葺とし

ー・二階とも正面はすべてガラス戸にかわっており、しかも「み

せ」前而では腰壁を設けているなどの大きな改造が加わっている。

　ｃ－２は最近になって建築されたもので、高山の町並との調和を

一応考慮しており、現状では可と考えられるもの。図版５－ｃ－２

はその例で、本二階建であるため軒高は高い。一・二階前面とも格

子を用いている。しかし写真にみるょうな形式の格子が高山町家の

二階部分に古くから用いられていたかは疑問である。新築にあたっ

ては民芸調に走らないような注意が必要である。

　ｄは高山の町並にそぐわないから町並に調和するょうな改築が必

要と考えられるもので、図版５－ｄはその例である。外壁をモルタ

ル塗とし、銀色に光るアルミサッシを用いるなど、高山の町並にお

いては異和感がある。

　上記のようにｂ－１・ ｃ－１・ｄは修理、あるいは修景による整備

が必要であり、ａは近い将来に修理が必要となろう。これを町並全

体についてどのょうな方法、手順によって実際に行なうかが問題と

なる。すなわち、現在「高山市市街地景観保存条例」ができている

が、これにもとずき、①　修理・修景など整備を年次的計画にした

がって行い、これを比較的短期間のうちに推進させる。②　当事者

から修理・改造の希望や届出があったときにそれぞれに対処する。
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③　上記の両者を組合せた形にする、といった３通りが考えられ、

実際には両者の比率が問題となるが、③の方法によって進められる

ことが望ましいとおもう。

３　修景・保存にあたっての基本的な立場

法規との関係　　まず法規との関係をみておこう。

　今回の調査地区は都市計画法によって「都市計画区域」に指定さ

れており、また「市街化区域」に定められている。この地区は「近

隣商業地域」。「準防火地域」に定められている。しかし「高度地

区又は高度利用地区」・「美観地区」・「風致地区」などの定めは

ない。

　次に建築基準法に関することがらをみよう。調査地区は近隣商業

地域であるから、工場や劇場・映画館・待合・料理店・キャバレー

・トルコ風呂などいわゆる風俗営業のための建築は制限される。ま

た建物の延面積と敷地面積の割合（容積率）は10分の30（300％）。建

築面積と敷地面積の割合（建ぺい率）は10分の８である。建築の高

さは、前面道路が４ｍであれば、道路に接して高さ６ｍまでのもの

が建てられ、道路から１ｍさがるごとに1.5 m高くなってもよい。

　採光については居室の面積の栃以上の開口部が必要である。ただ

室境のふすま障子の間仕切はないものとして考えてよい。

　天井高は、居室では2.1 m以上あることが必要である。これは平

均の高さであるから、天井が斜めになっている場合は2.1 m以下の

部分があってもよいことになる。

　床高は45cm以上あることが必要である。ただ床下の湿気・通風を

考慮したもので、コンクリートとした場合は、これ以下でもよい。

　調査地区は準防火地域であるから、木造の建築物はその外壁およ

　　　　　　　　　　　　　　　＊２び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならな

い。高さ2 nlをこえる門やへいも延焼のおそれのある部分は不燃材

料で造るか、またはおおわなければならない。屋根は不燃材料で造

るか、ふかなければならない。

　また入口や窓などの開口部で延焼のおそれのある部分は、防火戸

か防火設備を設けなければならない。

　土台は構造耐力上主要な柱には使用し、布基礎に緊結する必要が

ある。このほか柱の径・筋かい・内装なども、建築基準法から問題

になる。

　町並保存のため大修理や建替えを行なう場合、以上にのべた法律

にふれるところがでてくる。特に問題になるのは防火に関連する

ことがらである。他のことがらは生活環境をよくするためには必要

なことであるから、町並との調和を考慮して推進すべきである。防

火に関しては、建物がすべて木造であることから最も注意をはらわ
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＊２　延焼のおそれのある部分一建築基準法に定義さ

　れている法律用語。「隣地境界線、道路中心線又は同

　一敷地内の二以上の建物（延べ面積の合計が五百平方

　メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす）相互

　の外壁間の中心線から、一階にあっては三メートル以

　下、二階にあっては五ｊ－トル以下の距離にある建築

　物の部分をいう」。



＊３　高山市街地の大部分は防火地域・準防火地域であ

　るから（図版９）建築法準法によると木造建築の軒裏

　は防火構造としなければならない。ところが、高山市

　市街地景観保存計画にヽは第２種f呆存区域の保存基準

　（69頁）に「軒裏には垂木（化粧）を設ける」とある。

　一般の構造によって垂木を設けたのでは建築基準法に

　あわない。したがってここに工夫が必要となる。たと

　えば、軒裏の垂木の間を土あるいはモルタル等をあげ

　塗りするか、裏板を防火材料とし、その下に垂木を化

　粧として取出ﾅる方法である。保存基準の（化粧）の

　内容はこのようなことで運用されているのであろう。

, 3-11　民芸調の改造例　上　改造前下　改造後

４

なければならないことであるが、法律をそのまま適用したのでは町

家・町並の景観は伝統的なものとはまったくかけはなれてしまう。

そこで防火に対する万全の設備を設け注意をおこたらないことと、

防火に対する新しいデザインが必要であり、また法律上の緩和措置

　　　　　　　　　　　　　＊３や特例を設ける必要がある。

いわゆる民芸調について　　次に修景・保存の設計にあたって注意

しなければならないことは、その家が建築された時から今日にいた

るまでの修理や改造の経過を明らかにし、そのなかでデザインが決

定されなければならないという点である。したがってただ単に正面

に格子をとりつければよいというものでない。

　高山町家を代表するデザインのひとつは確に正面の格子である。

現在もっとも特徴的な格子は大割りで、１枚の戸を縦４、横８こま

程度に割り、桟は３ｃｍほどの幅で黒色とする。この形式の格子がモ

ダンな感覚であることから、高山を表現する代表的なものとして用

いられている。格子を歴史的にみると、この格子は比較的新しい時

代の流行であって、江戸時代の町家を復原的に考えた場合、正面は

格子でなくシトミであるものが多い。また明治22年「商工技勢飛騨

之便覧」には、縦桟を強調した格子もかなり多く描かれている。し

たがって方形大割りの格子は、かつては必ずしも高山を代表するも

のではなかった。ただ、最近までには流行したのである。

　方形大割の格子は高山町家の特徴を表現するひとつの手段ではあ

るが、町家の修理・修景、あるいは新築にあたって、この形式の格

子を用いればよいということにはならない。この格子は用いかたに

よっては、いわゆる民芸調となって、高山町家の本来の姿を正しく

伝えるものでなく、ニセモノになってしまう。修理・修景にあたっ

ては、それぞれの建物について調査し、復原的なものを用いるなり

改造の過程においてかつて存在したことがあるものなど、客観的に

根拠があるものを用いるべきである。またこれとは異なった考え方

として、その建物、さらには町並と調和したデザインを採用すべき

場合もある。例えば大ガラスの１枚戸を用いても、そのデザインの

優秀さによっては、単に方形大割の格子よりよくなることもありう

るｏ

　いわゆる民芸調が、高山町家にみられる最近の新しい傾向であり

新しい蓄積になりつつある。しかしこのような家ばかりならんだの

ではアキが来るだろう。現在の民芸調は正しく伝統を受けつぐまで

の一種の試行錯誤の過程であると考える。

　なお、高山市市街地景観保存計画の第２種保存区域の保存基準で

は、町家住居は一階並びに二階とも格子を設けるものとする。町家

様式店舗は、二階に格子を設けるものとするとあり、損失補償金の

限度額の項に二階の格子として３種の格子が描いてあるが、方形の
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桟割りの格子や吹寄せ形式の格子は、最近の家に用いられてはいる

ものの、古い家には用いられていないから、高山町家を修景する場

合に採用することは必らずしも適切ではないとおもわれる。

正面だけの保存でよいか　　次に町並保存は各建物の正面の保存だ

け考えればよいのかという問題がある。

　町並景観は町家のファーサードを主要な構成要素としている。こ

のことから町家のファサードだけをのこすという保存の考え方が生

まれる。事実、「高山市市街地景観保存条例」や「京都市市街地景

観条例」などでは、正面1.8 mを単位としてそれに補助金をだすた

てまえになっている。また高山市上三之町の恵比須台組では、正面

をのこし後部をまったく新しくやりかえている家もある。

　　「恵須台組町並保存会規約」では、「全員が区域内において新築

・改築等する場合、前側だけでもできるだけ町並にふさわしく自主

的に創意工夫する…」とうたっている。　この規約は最低限町家の

正面だけでも町並景観にふさわしくしようとするものであり、正面

だけを町並景観にふさわしくすればよいといっているのではない。

　町並保存は前にのべたように物的なもののみの保存に限られるの

でなく、長い年月にわたって刻みこまれた生活のあとを保存するこ

とをも考慮しているのであるから、正面だけでなく、家全体につい

ての調和を考慮した保存が望まれるのである。

　このような観点にたつと、正面だけをのこして他を全くやりかえ

るやり方や、正面にのみ補助金をだすという方法は、町並保存の本

格的な段階にいたるまでの暫定的あるいは過渡的な手法として考え

られるべきであろう。基本的には正㈲だけでなく、その建物全体に

ついての配慮が必要であり、そのひとつのケースとして、正面だけ

の保存でもやむをえないというものがでてくるのである。町並保存

は基本的にはその町に所在する建物すべてを考慮し保存するのであ

り、この基本線にそって修景・修理が行われるのである。

生活の場の保存　　町家はそこを根拠として人々が生活している。

町もまた人々の生活の場であり、日々刻々と変化し、これまで変化

してきた。この町を現状のままに凍結するということは考えられな

い。生活の変化に応じた改造や修理は当然必要である。それにあた

っての問題は、改造や修理のやり方をどうするかという点てある。

柱や望など主要な溝造材を取りさるとか、これらの部材にのこる古

い仕口や痕跡など、その建物の歴史を刻んでいる証拠を隠滅するこ

とはさけなければならない。これらにかかわらないように工夫した

改造や修理の方法が望まれる。

　一部の町家では、外観ぱ伝統的な景観をそのまま残し、また内部

も主要構造にぱ于を加えずに「おえ」に天井を設けたり、「ろＵ」

の一部にュカを張って生活に便利なように改造して卜る、高山町家
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3―12　正面だけの保存
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3-13　保存区域の表示

の特徴のひとっである小屋組構造は下から見えなくなるけれども、

大部分の町家はこの程度の内部の改造によって、最近のモルタル塗

・新建材張りの家よりも、落付いた生活のうつわとなり得るであろ

う。次第にこのような内部の改修が進むのは避けられないかもしれ

ない。しかし、高山の町家はすぐれた文化遺産であるから、外観ぽ

かりでなく、できるだけ全体的な保存の措置をとる必要があろう。

　町家の修景・修理にあたっては、住民・行政・専門家の協力が必

要で、そのデザインについて専門家のチェックが必要である。この

ため町家・町並などの整備にあたっては、住民・行政側・専門家か

ら構成される委員会を設け、デザインについて最終的に責任をもつ

者（チーフデザイナー）をおく制度を設けることが考えられる。

　高山における町並保存は、住民の積極的な活動と、それを援助し

た市当局の努力により、恵比須台組をはじめとして上三之町・上二

之町などで進展し、さらに市は「高山市市街地景観保存条例」を制

定することになった。この条例は京都市に次いで早い時期に制定さ

れており、この点高く評価される。ただ惜しむらくはこの間に専門

家の参加が少なかったことである。
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